
　
市
販
さ
れ
て
い
る
多
く
の
日
用

品
の
中
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
工

的
な
「
香
り
」
が
付
い
て
い
る
製

品
が
あ
り
ま
す
。
洗
剤
や
柔
軟
剤
、

芳
香
剤
、
消
臭
剤
、
制
汗
剤
な
ど

の
日
用
品
や
化
粧
品
を
は
じ
め
、

殺
虫
剤
や
虫
よ
け
ス
プ
レ
ー
な
ど

皆
さ
ん
も
一
度
は
何
ら
か
の
人
工

的
な
香
り
が
付
い
た
製
品
を
使
用

し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
ら
に
は
香
り
の
基

と
し
て
香
料
や
化
学
物
質
が
添
加

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
自
分
に
と
っ
て
好
き
な
香
り
付

き
の
製
品
を
使
用
す
る
こ
と
で
、

そ
の
香
り
が
身
の
回
り
の
人
の
健

康
被
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
健
康
被
害
の
こ
と
を
「
香

害
」
と
い
い
、
国
も
令
和
３
年
と

令
和
５
年
に
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し

て
、
啓
発
活
動
を
行
って
い
ま
す
。

　
重
症
化
す
る
と
「
化
学
物
質
過

敏
症
」
を
発
症
す
る
恐
れ
が
あ
り
、

頭
痛
や
吐
き
気
、
せ
き
、
目
の
痛

み
や
充
血
、
呼
吸
器
系
の
症
状
な

ど
の
身
体
的
な
症
状
か
ら
、
め
ま

い
や
思
考
力
低
下
、
う
つ
症
状
、

気
持
ち
が
悪
く
な
る
な
ど
の
自
律

神
経
系
や
精
神
神
経
症
状
が
出
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。た
だ
、人
に
よ
っ

て
そ
の
症
状
は
千
差
万
別
で
す
。

症
状
が
ど
れ
く
ら
い
長
引
く
か
も

個
人
差
が
大
き
く
、
数
時
間
か
ら

数
日
以
上
と
幅
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
自
覚
症
状
が
主
な
も
の

で
あ
り
、
診
断
方
法
や
診
療
方
法

が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

通
常
の
身
体
的
検
査
で
は
異
常
が

見
つ
か
り
に
く
く
な
って
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
症
状
が
治
ま
っ
て
も
、

香
り
に
反
応
す
る
と
ま
た
発
症
し

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
人
が
集

ま
る
場
所
に
行
く
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

電
車
や
バ
ス
な
ど
の
公
共
交
通
機

関
を
使
う
こ
と
や
学
校
や
職
場
、

買
い
物
な
ど
に
行
く
こ
と
な
ど
、

当
た
り
前
の
日
常
生
活
を
送
れ
な

く
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

満員電車の中で隣の人が付けていた香水の香りで
頭痛や吐き気を感じる。

公共交通機関

共用で使う給食着に洗剤や柔軟剤の香りが付い
ていて、着ることができない。

学　　校

オフィスで同僚が使っている柔軟剤や香水の香り
が気になり、仕事に集中できない。

職　　場

隣の家の洗濯物の香りが
漂ってきて、自宅で過ごす
ことが苦痛。

家　　庭

待合室にいる人や職員の香
りで、ますます具合が悪く
なった。

病　　院

香害を感じる具体的な事例

国が令和５年に作成したポスター
　消費者庁が
中心となって、
文部科学省、厚
生労働省、経済
産業省、環境省
の５省庁が連名
で作成。香り付
き製品の適正な
使用や周囲への
配慮を呼び掛け
る内容になって
います。

そ
も
そ
も
香
害
と
は
？

香
害
は
ど
ん
な
症
状
を

引
き
起
こ
す
？

「
香
害
」っ
て

 
知
っ
て
い
ま
す
か
？

あ
な
た
の
香
り
が
誰
か
を
傷
付
け
て
い
る
か
も

「
香
害
」
と
い
う
言
葉
を
皆
さ
ん
は
知
っ
て
い
ま
す
か
。
あ
な
た
の
お
気
に
入
り
の
香
り
が
、 

誰
か
に
と
っ

 

て
は
健
康
被
害
を
も
た
ら
す
有
害
な
香
り
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
特
集
を
読
ん
で
、
香

 

害
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先
は
11
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い 
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香害に関する福津市の主な取り組み

令和６年９月吉日

福津市長　原﨑 智仁

・市いきいき健康課　　　　☎34・3351
・市子育て世代包括支援課　☎34・3352

健康に関すること

香害に関する市の問い合わせ先

・市消費生活相談窓口　　　☎43・8106
　※毎週月曜、水曜、金曜日の午前9時から
　　午後4時
・市商工振興課　　　　　　☎62・5013

消費生活相談に関すること

・市うみがめ課　　　　　　☎62・5019
環境に関すること

・市学校教育課　　　　　　☎62・5090
市立幼稚園や市立小・中学校に関すること

・市こども課子育て支援係　☎43・8124
市立保育所に関すること

・市こども課こどもの国推進係 ☎43・8356
公立学童保育所に関すること

公共施設全般に関すること
・市管財課　　　　　　　　☎43・8135
　

市民向けの取り組み

・市公式ホームページにて香害（化学物質過敏症含む）について周知
・関係各課による広報ふくつへの定期的な啓発記事の掲載
・イオンモール福津のデジタルサイネージによる周知
・以下の公共施設などへのポスター掲示による周知

　
　

市職員向けの取り組み

市役所庁舎（本館・別館・各課窓口）、ふくとぴあ（ロビー・健康増進室・のびのび発達支援
センター）、フクスタ、子育て支援センター「なかよし」、津屋崎行政センター、郷づくり交流センター
（勝浦・福間・神興・上西郷・神興東・福間南・津屋崎）、宮司コミュニティセンター、未来共創センター 
キッカケラボ、ふくつミニバス、カメリアホール、中央公民館、市立図書館、大和保育所

市公式ホームページ▶

▲市うみがめ課による令和５年
　１２月号「広報ふくつ」裏表
　紙掲載の啓発記事

◀市役所本館入口付近の
　ポスター

イオンモール福津の
デジタルサイネージ▶

・職員向けのインフォメーションにて、香害の説明や実態の周知、所管施設掲示用のポスター
　データの配布
・新規採用職員や会計年度職員に対し、書面にて香り付き製品使用に関する注意喚起
・管理職に対し、ハラスメント研修の１つとして研修を実施

※各公共施設の詳細につ
　いては、それぞれの施
　設を管理している部署
　に尋ねてください

　
市
で
は
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
広
報
ふ
く
つ
、
公
共
施
設
や
イ

オ
ン
モ
ー
ル
福
津
な
ど
へ
の
ポ
ス

タ
ー
掲
示
や
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー

ジ
に
よ
る
周
知
を
行
い
、
香
害
に

関
す
る
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
研
修
な
ど
を
通
じ
て
、

市
職
員
の
香
害
に
対
す
る
意
識
を

高
め
て
お
り
、
今
後
も
取
り
組
み

を
続
け
て
い
く
予
定
で
す
。

　
香
害
で
苦
し
ん
で
い
る
人
は
、

そ
の
原
因
と
な
る
化
学
物
質
を
避

け
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
は
現
代
社
会
で
は
と

て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。
香
害
で

苦
し
ん
で
い
る
人
を
少
し
で
も
減

ら
す
た
め
に
は
、
自
分
に
と
っ
て
心

地
よ
い
香
り
が
、
他
の
人
に
と
って

　この度の令和 6 年「広報ふくつ 10 月号」の第 2 特集
では、いわゆる「香害」について、市民の皆さまに考え
ていただきたく取り上げさせていただきました。前段の
記事を読まれて、皆さまはどのように思われたでしょう
か。「香害」について私も再認識し、このことについて
市として市民の皆さまに、改めて知っていただくべきで
はないかと思いました。4 ページあまりの紹介ではあり
ますが、まずは「そういうことなのか」との気付き、 関
心と意識、続いて皆さまでも身近にでき得るご対応をお
願いできればと思います。
　「におい（匂い、臭い）」や「かおり（香り、香り、薫り）」
の感じ方は年齢や経験によっても異なり、また生活習慣
や文化の違い、個々の民族や地域の歴史的発展や経緯の
中に存在してきました。その考察の歴史も古く、化学以
前より学問上の対象として、思想家や哲学者によって分
析や考察がなされてきましたが、「におい」や「かおり」
は人間が生きる実感覚として、存在はするもののどこか
実体のつかめないようなものでした。しかし、文明生活
の変化の中で、人体に深刻な「害」を与える物質を含む「に
おい」や「かおり」が存在し始めていることが分かって
きました。そこで、改めてこのことを皆さまに考えてい
ただき、それらに苦しんでおられるかたがいらっしゃる
ことをご理解いただいたうえで、それぞれの生活改善、
行動変容に結びつけていただければと思いました。 
　右下の写真は令和 6 年 6 月 13 日の「無電柱化を推進
する市区町村長の会」の総会出席のおりに、まちの無電
柱化を通じた景観や観光の推進、災害時の安全などに先
進的に取り組まれ、自然を感じられることで心も体も健
康なまちづくりを進めている、同じく同会に出席した、
神奈川県葉山町の山梨崇仁町長との写真です。
　先般の福津市議会一般質問の中でも紹介された葉山町
は、町発行の広報紙を通じて「香害」予防の啓発や周知
を行っています。 生活や生業、産物、そして観光ブラン
ディングなど海に関する施策を行う葉山町と福津市。市
民の皆さまが心も体も健康で豊かな、そして「香り」が
原因で体調不良など、人になかなか言えずに苦しんでお
られるかたにも思いを寄せ、個
人の尊厳や人権を大切にする温
かなまちづくりを進めてまいり
ます。 

は
そ
う
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
配
慮
を

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
具
体
的

に
は
「
人
が
集
ま
る
場
所
で
は
香

り
付
き
製
品
の
使
用
を
な
る
べ
く

控
え
る
」「
換
気
を
行
う
」「
過
剰

な
量
の
香
り
付
き
製
品
の
使
用
は

避
け
る
」
な
ど
で
す
。

　
香
害
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活

に
お
い
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
問

題
で
す
が
、
人
に
よ
って
は
深
刻
な

健
康
被
害
を
引
き
起
こ
す
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を一人一人
が
認
識
し
、

誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
環

境
に
配
慮
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

市
は
ど
の
よ
う
な

啓
発
を
行
っ
て
い
る
？

市長メッセージ

温かなまちづくり～「香害」に寄せて～
市長メッセージ

温かなまちづくり～「香害」に寄せて～

香
害
で
苦
し
む
人
を

少
し
で
も
減
ら
す
た
め
に

福津市の市外局番は0940です

広報ふくつ11




